
１　基　　準　　額

ａ　　看護師等養成所運営事業

１　保健師養成所

　　次に掲げる基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額に別表３及び別表４に定める調整率を乗じて得た額

（１）基準額Ａ

　次のア、イ、ウ及びエの合計額に別表２に定める調整率を乗じて得た額

　ア　養成所１か所当たり

　イ　総定員が２０人を超える養成所において専任教員分として定員２０人増すごとに

　ウ　事務職員分として１か所当たり

　エ　生徒数に１人当たり１３千円を乗じて得た額

（２）基準額Ｂ

　次のア及びイの合計額

　ア　新任看護教員研修事業実施施設について受講者１人当たり

　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

２　看護師（３年課程）養成所

　　次に掲げる基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額に別表３及び別表４に定める調整率を乗じて得た額

　（全日制）

（１）基準額Ａ

　次のア、イ、ウ及びエの合計額に別表２に定める調整率を乗じて得た額

　ア　養成所１か所当たり

　イ　総定員が１２０人を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに

　ウ　事務職員分として１か所当たり

　エ　生徒数に１人当たり１６千円を乗じて得た額

（２）基準額Ｂ

　次のア、イ及びウの合計額

　ア　新任看護教員研修事業実施施設について受講者１人当たり

　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

　ウ　国家試験対策セミナー参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

　（全日制であって４年間で教育を行うもの及び定時制）

（１）基準額Ａ

　次のア、イ、ウ及びエの合計額に別表２に定める調整率を乗じて得た額

　ア　養成所１か所当たり

　イ　総定員が１２０人を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに

　ウ　事務職員分として１か所当たり

　エ　生徒数に１人当たり１６千円を乗じて得た額

（２）基準額Ｂ

　次のア、イ及びウの合計額

１７，７５１千円

２，０６１千円

５３６千円

３４０千円

１４７千円

６千円

別表１

９，０７０千円

２，０６１千円

５３６千円

３４０千円

１４７千円

１３，３１３千円

１，５４６千円

４０２千円



　ア　新任看護教員研修事業実施施設について受講者１人当たり

　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

　ウ　国家試験対策セミナー参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

３　看護師（２年課程）養成所

　　次に掲げる基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額に別表３及び別表４に定める調整率を乗じて得た額

　（全日制）

（１）基準額Ａ

　次のア、イ、ウ及びエの合計額に別表２に定める調整率を乗じて得た額

　ア　養成所１か所当たり

　イ　総定員が８０人を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに

　ウ　事務職員分として１か所当たり

　エ　生徒数に１人当たり１８千円を乗じて得た額

（２）基準額Ｂ

　次のア、イ及びウの合計額

　ア　新任看護教員研修事業実施施設について受講者１人当たり

　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

　ウ　国家試験対策セミナー参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

　（定時制）

（１）基準額Ａ

　次のア、イ、ウ及びエの合計額に別表２に定める調整率を乗じて得た額

　ア　養成所１か所当たり

　イ　総定員が１２０人を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに

　ウ　事務職員分として１か所当たり

　エ　生徒数に１人当たり１８千円を乗じて得た額

（２）基準額Ｂ

　次のア、イ及びウの合計額

　ア　新任看護教員研修事業実施施設について受講者１人当たり

　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

　ウ　国家試験対策セミナー参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

　（通信制）

（１）基準額Ａ

　次のア、イ、ウ、エ及びオの合計額に別表２に定める調整率を乗じて得た額

　ア　養成所１か所当たり

　イ　総定員が５００人を超える養成所において専任教員分として定員１００人増すごとに

　ウ　総定員が５００人を超える養成所において添削指導員分として定員１００人増すごとに

１５，２６５千円

２，０６１千円

５３６千円

３４０千円

１４７千円

６千円

３４０千円

１４７千円

６千円

１７，９５０千円

２，０６１千円

１，８３５千円

１１，４４９千円

１，５４６千円

４０２千円

３４０千円

１４７千円

６千円



　エ　事務職員分として１か所当たり

　オ　生徒数に１人当たり４千円を乗じて得た額

（２）基準額Ｂ

　次のア、イ及びウの合計額

　ア　新任看護教員研修事業実施施設について受講者１人当たり

　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

　ウ　国家試験対策セミナー参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

４　准看護師養成所

　　次に掲げる基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額に別表３及び別表４に定める調整率を乗じて得た額

（１）基準額Ａ

 　次のア、イ、ウ及びエの合計額に別表２に定める調整率を乗じて得た額

　ア　養成所１か所当たり

　イ　総定員が８０人を超える養成所において専任教員分として定員３０人増すごとに

　ウ　事務職員分として１か所当たり

　エ　生徒数に１人当たり１３千円を乗じて得た額

（２）基準額Ｂ

　次のア、イ及びウの合計額

　ア　新任看護教員研修事業実施施設について受講者１人当たり

　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設について受講者１人当たり

ｂ 　看護師養成所３年課程導入促進事業

　専任教員等配置経費１か所当たり

２　対　象　経　費

ａ 　看護師等養成所運営事業

　看護師等養成所の運営に必要な次に掲げる経費

１　教員経費

５３６千円

３４０千円

１４７千円

（注）１　生徒数は、当該年度の４月１５日現在における人員又は生徒が実在する学年の定員の

　　　　いずれか少ない方とする。

（注）２　事務職員は、１学年定員８０人以上の養成所において、庶務、会計、教務、図書管理

　　　　等の事務に２人以上専任としての位置付けがなされている場合に限る。

（注）３　新任看護教員研修事業は、別表５に掲げる事業とする。

（注）４　看護教員養成講習会参加促進事業は、別表６に掲げる事業とする。

６千円

８，８６６千円

２，０６１千円

５３６千円

３４０千円

１４７千円

　　福利厚生費

（注）５　総定員は、生徒が在籍しない学年も含む全学年の定員数とする。

（注）６　国家試験対策セミナー参加促進事業は、別表７に掲げる事業とする。

９，３２６千円

（注）７　看護師養成所３年課程導入促進事業は、別表８に掲げる事業とする。

（１）専任教員給与費

（２）専任教員人当庁費、需用費（消耗品費、印刷製本費）、備品購入費、役務費（通信運搬費）、



ｂ 　看護師養成所３年課程導入促進事業

　看護師養成所３年課程の設置準備に必要な次に掲げる経費

１　教員経費

（注）生徒が在籍しない学年を除く全学年の定員数とする。

（３）添削指導員給与費

（４）外部講師謝金

（５）委託料（上記教員経費のうち（１）～（４）に該当するものとする。）

２　事務職員経費

（１）専任事務職員給与費

（１）報償費（実習施設謝金）

（２）委託料（上記報償費とする。）

５　新任看護教員研修事業実施経費

　　外部講師謝金、外部講師旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、会議費）、役務費（通信運搬

　費、雑役務費）、備品購入費

６　看護教員養成講習会参加促進事業実施経費

（２）委託料（上記専任事務職員給与費とする。）

３　生徒経費

（１）事業用教材費

（２）臨床実習経費（消耗器材に要する経費）

（３）委託料（上記生徒経費のうち（１）及び（２）に該当するものとする。）

４　実習施設謝金

　　　２　専任とは、常勤及び非常勤の雇用形態を問わず、当該養成所以外で勤務していない者を

　　　　いう。

（１）専任教員給与費

（２）専任教員人当庁費、需用費（消耗品費、印刷製本費）、備品購入費、役務費（通信運搬費）、

　　福利厚生費

（３）委託料（上記教員経費のうち（１）及び（２）に該当するものとする。）

　　外部講師謝金、外部講師旅費、代替教員雇上経費

７　国家試験対策セミナー参加促進事業実施経費

　　受講料、専任教員旅費

（注）１　専任教員とは、保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和２６年文部・厚生省令第

　　　　１号）第２条第４号、第３条第４号、第４条第２項第４号、第５条第４号に規定する保健

　　　　師若しくは助産師又は看護師の資格を有する専任教員をいう。

定員１８１人以上 ０．９２

定員１６１人以上１８０人以下 ０．９４

定員１２１人以上１６０人以下 １．００

２　事務職員経費

（１）事務職員給与費

（２）委託料（上記事務職員給与費とする）

別表２

看護師等養成所の定員数 調　整　率

定員８１人以上１２０人以下 １．０２

定員８０人以下 １．０４



（注）新設校など過去に実績のない場合は「９５％未満」とする。

（注）新設校など過去に実績のない場合は６０％未満とする。

９７．５％以上 １．００

９５％以上９７．５％未満 ０．９８

９５％未満 ０．９６

別表３

国家試験及び准看護師試験合格率 調　整　率

７０％以上８０％未満 ０．９６

６０％以上７０％未満 ０．９４

６０％未満 ０．９２

別表４

県内就業率 調　整　率

９０％以上 １．００

８０％以上９０％未満 ０．９８

秩父保健医療圏
秩父保健医療圏、北部（西）保健医療圏、北
部（東）保健医療圏、川越比企（北）保健医
療圏、西部保健医療圏

川越比企（北）保健医療圏
川越比企（北）保健医療圏、北部（東）保健
医療圏、秩父保健医療圏、川越比企（南）保
健医療圏、西部保健医療圏、県央保健医療圏

川越比企（南）保健医療圏
川越比企（南）保健医療圏、川越比企（北）
保健医療圏、西部保健医療圏、県央保健医療
圏、さいたま保健医療圏、南西部保健医療圏

（注）埼玉県地域保健医療計画で定める二次保健医療圏及び副次圏ごとに、隣接する二次保健医療圏
　　及び副次圏を合わせた地域を設定する。これを就業可能地域と呼び、次の表Ａのとおり定める。

二次保健医療圏及び副次圏 就業可能地域

北部（西）保健医療圏
北部（西）保健医療圏、北部（東）保健医療
圏、秩父保健医療圏

北部（東）保健医療圏

北部（東）保健医療圏、北部（西）保健医療
圏、秩父保健医療圏、川越比企（北）保健医
療圏、県央保健医療圏、利根（北）保健医療
圏

利根（南）保健医療圏
利根（南）保健医療圏、利根（北）保健医療
圏、県央保健医療圏、さいたま保健医療圏、
東部（北）保健医療圏

県央保健医療圏

県央保健医療圏、北部（東）保健医療圏、川
越比企（北）保健医療圏、川越比企（南）保
健医療圏、さいたま保健医療圏、利根（北）
保健医療圏、利根（南）保健医療圏

西部保健医療圏
西部保健医療圏、秩父保健医療圏、川越比企
（北）保健医療圏、川越比企（南）保健医療
圏、南西部保健医療圏

南西部保健医療圏
南西部保健医療圏、西部保健医療圏、川越比
企（南）保健医療圏、さいたま保健医療圏、
南部保健医療圏

利根（北）保健医療圏
利根（北）保健医療圏、北部（東）保健医療
圏、県央保健医療圏、利根（南）保健医療圏



１ 　目　的

２ 　事業内容

（参考）研修内容の例

さいたま保健医療圏

さいたま保健医療圏、県央保健医療圏、川越
比企（南）保健医療圏、南西部保健医療圏、
南部保健医療圏、利根（南）保健医療圏、東
部（北）保健医療圏

　　表Ａで定める就業可能地域間において、所在する医療機関数及びその医療機関に勤務する
　看護師数を比較し、医療機関数若しくは看護師数が他のいずれの就業可能地域の２分の１に
　満たない就業可能地域がある場合には、次のとおり取り扱うこととする。

　　表Ａで当該就業可能地域の左欄に掲げる保健医療圏にある看護師等養成所（以下
 「養成所」という。）については、当該養成所の県内就業率が課程ごとの県内看護
  師等養成所の県内就業率の平均（以下「平均」という。）を下回っている場合、
 当該養成所の県内就業率は平均と同じであるとみなす。

別表５

　看護師等養成所において、看護教員としての基礎がつくられる新任の専任教員（以下「新任教員」

という。）に対する研修体制の構築を促進することにより看護教員の質の確保・向上を図ることを

目的とする。

東部（北）保健医療圏
東部（北）保健医療圏、東部（南）保健医療
圏、利根（南）保健医療圏、さいたま保健医
療圏、南部保健医療圏

東部（南）保健医療圏
東部（南）保健医療圏、東部（北）保健医療
圏、南部保健医療圏

南部保健医療圏
南部保健医療圏、南西部保健医療圏、さいた
ま保健医療圏、東部（北）保健医療圏、東部
（南）保健医療圏

教育実践能力
授業計画の立案、教育方法の検討など授業設計や方法、評価に関す
ること

講義及び
演習

学生指導能力
学生把握、学習指導、生活指導、健康管理、個別相談等の場面での
指導方法に関すること

講義及び
演習

（注）新任教員とは、専任教員として初めて看護師等養成所に就労する者をいう。

　新任教員を対象として、新任教員に求められる能力（教育実践能力、学生指導能力、コミュニケ

ーション能力、看護実践能力など）に関する研修の実施。

　研修内容はおおむね以下の例によるものとする。

（注）他の看護師等養成所の新任教員を受け入れて実施することも可とする。

研修項目 研修内容 研修方法

コミュニケー
ション能力

人間理解、人間関係構築、カウンセリング等の方法に関すること
講義及び

演習

看護実践能力
臨床現場における自らの専門領域及び担当領域での短期研修などに
よる看護技術の実践や最新の医療知識の獲得に関すること

講義、演習
及び臨地実習



１ 　目　的

２ 　事業内容

１ 　目　的

２ 　事業内容

１ 　目　的

看護師資格を取得できる環境を整備し、看護教育の充実に資することを目的とする。

２ 　事業内容

別表６

　看護師等養成所において、すでに教員となっている看護教員養成講習会（教務主任養成講習会を

を含む）未受講者の受講を促進し、看護職員の養成に携わる者として必要な知識、技術を習得させ、

看護教育の充実向上を図ることを目的とする。

　平成２２年４月５日医政発第０４０５第３号厚生労働省医政局長通知「看護教員に関する講習会

の実施要領について」に基づき実施される専任教員養成講習会又は教務主任養成講習会に教員を受

　※セミナーの一部に国家試験対策に関するものが含まれている場合でも可とする。

別表８

　准看護師養成所から看護師養成所３年課程へ課程変更を予定している者を支援することにより、　　

　准看護師養成所から看護師養成所３年課程へ課程変更の準備に必要な専任教員及び事務職員を

配置し、円滑な開校に向けたカリキュラムの策定等看護師養成所３年課程の設置準備を行うこと。

　ただし、看護師養成所３年課程の設置等計画に係る審査を受けている者に限る。

講させること。

別表７

　看護師養成所において、学生の国家試験合格率の向上のために、専任教員の国家試験対策に関す

るセミナーの受講を促進し、国家試験の出題傾向や合格につながる指導方法等を修得させ、国家試

験合格率の向上を図ることを目的とする。

　看護師等養成所以外が主催する国家試験対策セミナーに専任教員を受講させること。


